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議
第
九
十
八
号 

  
 

 
岐
阜
県
感
染
症
対
策
基
本
条
例
に
つ
い
て 

  

岐
阜
県
感
染
症
対
策
基
本
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

  
 

令
和
二
年
六
月
二
十
三
日
提
出 

岐
阜
県
知
事 

 

古 

田 
 
 

肇 

  
 

 

岐
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附
則 

 

我
々
人
類
は
、
古
く
か
ら
幾
多
の
感
染
症
と
の
闘
い
を
経
験
し
て
き
た
。
近
年
に
お
い
て
も
、
重
症
急
性
呼
吸

器
症
候
群
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
）
や
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
５
Ｎ
１
）
が
流
行
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
感
染
症
の
世
界

的
な
流
行
は
、
社
会
生
活
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
い
、
避
け
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。 

世
界
中
で
猛
威
を
振
る
っ
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
令
和
二
年
二
月
に
県
内
で
初
め
て
陽
性

患
者
が
確
認
さ
れ
た
。
治
療
薬
も
ワ
ク
チ
ン
も
な
く
、
感
染
し
て
も
症
状
が
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
極

め
て
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
感
染
が
拡
大
し
、
ク
ラ
ス
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
集
団
感
染
も
発
生
し
た
。
加
え
て
、
こ
の
感

染
症
は
、
そ
の
感
染
性
の
高
さ
か
ら
、
医
療
提
供
体
制
を
危
機
に
さ
ら
す
だ
け
で
な
く
、
学
校
や
事
業
の
休
止
、

外
出
の
自
粛
な
ど
を
余
儀
な
く
さ
せ
、
我
々
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
脅
威
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ

つ
け
て
い
る
。 

こ
う
し
た
状
況
の
下
、
本
県
で
は
、
市
町
村
を
は
じ
め
、
医
療
、
経
済
、
教
育
な
ど
広
範
囲
に
わ
た
る
関
係
者

と
と
も
に
「
オ
ー
ル
岐
阜
」
の
体
制
に
よ
り
、
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
徹
底
し
た
対
策
を
講
じ
、
県
民
及
び
事
業

者
の
理
解
と
協
力
を
得
て
、
ク
ラ
ス
タ
ー
の
早
期
終
息
な
ど
一
定
の
成
果
を
上
げ
て
き
た
。 

今
こ
そ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
再
度
の
感
染
拡
大
や
新
た
な
感
染
症
の
発
生
に
備
え
る
た
め
、
本

県
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
取
組
を
踏
ま
え
、
感
染
症
対
策
の
基
本
的
な
考
え
方
や
推
進
体
制
に
関
す
る
枠
組
み
を

明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
考
え
に
立
っ
て
、
本
条
例
を
制
定
す
る
。 
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第
一
章 

総
則 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
条
例
は
、
県
に
お
け
る
感
染
症
対
策
の
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
並
び
に
医
療
機
関
、
事
業

者
及
び
県
民
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
感
染
症
対
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ

く
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
し
、
並
び
に
暮
ら

し
の
安
全
と
安
心
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
感
染
症
」
と
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四

年
法
律
第
三
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
、
法
附

則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
感
染
症
を
い
う
。

 

２ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
感
染
症
対
策
」
と
は
、
県
が
実
施
す
る
感
染
症
に
関
す
る
対
策
を
い
う
。 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

感
染
症
対
策
は
、
感
染
症
が
人
や
地
域
を
選
ば
ず
、
県
民
一
人
ひ
と
り
の
生
命
及
び
健
康
を
脅
か
す
も

の
で
あ
り
、
早
期
の
制
御
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
迅
速
か
つ
的
確
に
、
徹
底
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

感
染
症
対
策
は
、
感
染
症
が
医
療
の
み
な
ら
ず
経
済
、
教
育
等
に
幅
広
く
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
鑑
み
、
行

政
機
関
、
医
療
機
関
、
事
業
者
、
県
民
等
が
一
体
と
な
っ
た
「
オ
ー
ル
岐
阜
」
の
体
制
の
下
、
相
互
の
理
解
と

協
力
に
よ
り
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
県
の
責
務
） 

第
四
条 

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
感
染
症
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
感
染
症
対
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
医
療
は
も
と
よ
り
、
産
業
、
福
祉
、
ス
ポ
ー
ツ
、
文
化
、
教

育
等
の
各
分
野
に
十
分
配
慮
し
、
医
療
機
関
、
事
業
者
、
県
民
等
の
理
解
と
協
力
を
得
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。 

３ 

県
は
、
感
染
症
対
策
を
県
政
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
、
予
算
、
人
員
等
を
重
点
的
に
配
分

し
、
こ
れ
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。 

（
市
町
村
と
の
連
携
等
） 

第
五
条 

県
は
、
市
町
村
が
行
う
そ
の
区
域
の
実
情
に
応
じ
た
感
染
症
に
関
す
る
施
策
を
支
援
す
る
よ
う
努
め
る

と
と
も
に
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
市
町
村
と
緊
密
な
連
携
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
感
染
症
対
策
を
県
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
総
合
的
に
実
施
す
る
た
め
、
国
及
び
他
の

都
道
府
県
と
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
医
療
機
関
の
役
割
） 

第
六
条 

医
療
機
関
は
、
感
染
症
が
疑
わ
れ
る
者
に
対
す
る
診
療
、
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
の
提
供
そ
の

他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 
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２ 

医
療
機
関
は
、
当
該
医
療
機
関
に
お
け
る
感
染
症
の
発
生
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も

に
、
感
染
症
対
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
事
業
者
の
役
割
） 

第
七
条 

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
実
施
に
関
し
、
自
己
の
管
理
す
る
施
設
又
は
場
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防

及
び
拡
大
の
防
止
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
感
染
症
対
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。 

（
県
民
の
役
割
） 

第
八
条 

県
民
は
、
感
染
症
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
感
染
症
の
予
防
及
び
拡
大
の
防
止
に
十
分
な
注
意

を
払
う
と
と
も
に
、
行
政
機
関
、
医
療
機
関
、
事
業
者
等
が
実
施
す
る
感
染
症
に
関
す
る
対
策
に
協
力
す
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

第
二
章 

推
進
体
制 

（
岐
阜
県
感
染
症
対
策
本
部
） 

第
九
条 

知
事
は
、
感
染
症
対
策
を
迅
速
か
つ
的
確
に
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
（
法
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
と
き
を
含
む
。
）
は
、
岐
阜
県
感
染
症
対
策
本
部
（
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
対
策
本
部
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

対
策
本
部
の
長
は
、
対
策
本
部
長
と
し
、
知
事
を
も
っ
て
充
て
る
。 

３ 

対
策
本
部
に
本
部
員
を
置
き
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 

一 

副
知
事 

 

二 

教
育
長 

 

三 

警
察
本
部
長 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
知
事
が
県
の
職
員
の
う
ち
か
ら
任
命
す
る
者 

４ 

対
策
本
部
に
副
本
部
長
を
置
き
、
前
項
の
本
部
員
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
指
名
す
る
。 

５ 

対
策
本
部
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
長
、
国
の
職
員
そ
の
他
県
の
職
員
以
外
の
者
を

対
策
本
部
の
会
議
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

対
策
本
部
は
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
に
規
定
す
る
施
策
に
係
る
方
針
を
決
定
す
る
。 

７ 

知
事
は
、
対
策
本
部
を
設
置
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。 

８ 

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
対
策
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 

（
岐
阜
県
感
染
症
対
策
協
議
会
） 

第
十
条 

知
事
は
、
対
策
本
部
を
設
置
し
た
と
き
は
、
感
染
症
対
策
の
具
体
的
な
施
策
の
実
施
に
当
た
り
必
要
な

協
議
を
行
う
た
め
、
岐
阜
県
感
染
症
対
策
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

協
議
会
は
、
市
町
村
長
、
医
療
団
体
、
経
済
団
体
、
教
育
機
関
等
の
代
表
者
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る

者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

３ 

知
事
は
、
前
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
対
策
本
部
が
廃
止
さ
れ
た
と
き
は
、
協
議
会
を
廃
止
す
る
も
の
と
す

る
。 
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（
岐
阜
県
感
染
症
対
策
専
門
家
会
議
） 

第
十
一
条 

知
事
は
、
感
染
症
対
策
の
実
施
及
び
そ
の
状
況
の
検
証
に
当
た
り
、
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
く
意
見

を
聴
く
た
め
、
岐
阜
県
感
染
症
対
策
専
門
家
会
議
（
以
下
「
専
門
家
会
議
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。 

２ 

専
門
家
会
議
は
、
感
染
症
、
救
急
医
療
、
防
災
、
経
済
等
に
関
し
識
見
を
有
す
る
者
そ
の
他
知
事
が
必
要
と

認
め
る
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

 
 

 

第
三
章 

感
染
症
対
策
等 

 

（
感
染
症
対
策
） 

第
十
二
条 

県
は
、
感
染
症
対
策
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
施
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

感
染
症
の
予
防
等
に
関
す
る
普
及
啓
発 

二 

感
染
症
に
関
す
る
情
報
の
提
供 

三 

県
民
及
び
事
業
者
か
ら
の
相
談
に
応
ず
る
体
制
の
確
保 

四 

検
査
体
制
の
整
備 

五 

病
床
の
確
保
そ
の
他
の
医
療
提
供
体
制
の
整
備 

六 

医
療
資
材
の
確
保 

七 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
感
染
症
対
策
と
し
て
必
要
な
施
策 

２ 

県
は
、
前
項
に
規
定
す
る
施
策
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
適
宜
、
検
証
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
県
民
及
び
事
業
者
に
対
す
る
支
援
） 

第
十
三
条 

県
は
、
県
民
及
び
事
業
者
に
対
し
、
物
資
の
安
定
供
給
、
雇
用
の
維
持
、
事
業
活
動
の
継
続
等
そ
の

生
活
及
び
事
業
を
守
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
差
別
的
取
扱
い
等
の
禁
止
） 

第
十
四
条 

何
人
も
、
感
染
症
の
患
者
、
医
療
従
事
者
等
に
対
し
、
感
染
症
の
り
患
、
そ
の
お
そ
れ
等
を
理
由
と 

し
て
、
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
又
は
誹
謗

ひ

ぼ

う

中
傷
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
四
章 

雑
則 

 

（
法
と
の
関
係
） 

第
十
五
条 

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
策
本
部
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
府
対
策
本
部
（
以

下
「
政
府
対
策
本
部
」
と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
間
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
都
道
府
県
対
策
本

部
（
以
下
「
法
定
都
道
府
県
対
策
本
部
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
政
府
対
策
本
部
が
廃

止
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
廃
止
さ
れ
た
日
に
、
法
定
都
道
府
県
対
策
本
部
を
廃
止
し
た
も
の
と
す
る
。 

 

（
委
任
） 

第
十
六
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 
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２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
都
道
府
県
対
策
本
部

は
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
し
た
岐
阜
県
感
染
症
対
策
本
部
と
み
な
す
。 

 

（
岐
阜
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例
の
廃
止
） 

３ 

岐
阜
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例
（
平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
十
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。 

   
 

 

提 

案 

説 

明 

  

県
に
お
け
る
感
染
症
対
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
く
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施

す
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
し
、
並
び
に
暮
ら
し
の
安
全
と
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
こ

の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。 


